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第４回名取市農業委員会総会議事録 

 

１．日  時  令和３年８月２６日（木） 

  開  会  午後２時 

閉  会  午後２時５０分 

２．場  所  名取市役所 ６階大会議室 東側 

３．提出議案 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について 

４．報告事項 （１）農地法第５条の規定による届出について 

       （２）農地賃貸借権解約について 

（３）農地の現状変更完了届出について 

５．出席委員（２６人） 

  会  長 １５番 大友 正一 

農業委員 １番 相澤 喜美   ２番 菊地 賢一郎  ３番 洞口 ゆかり 

４番 武田 由美子  ５番 入間川 昭一  ６番 佐伯 美和 

７番 入間川 康弘  ８番 渡邉 正明   ９番 大内 繁徳 

１０番 布田 順一  １１番 松浦 岩男  １２番 昆布谷 功治 

１３番 松浦 朋子  １４番 引地 長一  

 

  推進委員 ２番 山路 康則   ３番 長田 幸夫   ４番 菅野 弘一 

５番 齋 重昭    ７番 橋浦 福男   ８番 三浦 裕一 

９番 櫻井 勉    １２番 松浦 崇   １３番 松浦 正博 

１４番 相澤 早苗  １５番 川村 勇 

  欠席推進委員  １番 大内 伸一  ６番 遠藤 勝典  １０番 武藤 光雄 

１１番 西山 剛 

６．事務局出席職員 

事務局長 小畑 信一  局長補佐 成田 利顕  主幹 大友 十和子 

７．会議の内容  別紙議事録のとおり 
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第４回名取市農業委員会総会議事録 

【開  会】 

 午後２時、ただいまから、名取市農業委員会第４回総会を開催いたします。 

 本日の総会は、農業委員１５名、農地利用最適化推進委員１１名 計２６名出席です。

よって、会議規則第８条の規定により、総会が成立していることを報告致します。 

 

【修  礼】 

 

【議長選任】 

 名取市農業委員会会議規則第７条の規定により会長が議長となり、議事を進行した。 

 

【議事の内容】 

○ 議長（大友正一会長） 

 

◎議事録署名委員の指名 

 議長において次の２名を議事録署名委員に指名をした。 

７番 入間川 康弘 委員    ８番 渡邉 正明 委員 

 

◎議事の概要 

 

《議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請に対する

意見決定について」を議題といたします。 

それでは、松浦岩男代表委員よりご説明をお願いします。 

○ 第３班代表委員（松浦岩男委員） 

第３班代表委員の松浦岩男です。説明不足の点については、同じ班の担任委員会の

方々並びに事務局からの補足をお願いします。 

議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について」、農地

法第５条の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令和３年８月 

２６日提出。 

番号１、大字・字・地番は大曲字八幡９番４、地目は登記現況共に畑、登記面積は
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１，９２４．８５㎡、転用目的は資材置場です。譲渡人、譲受人の住所・氏名につい

ては総会資料のとおりです。開発許可は否、転用目的に係る事業又は施設の概要は売

買、１㎡あたり１,５５９円、総額３００万円、資材等置場、ダンプ・作業員用駐車場 

とのことです。 

 位置図、公図については議案書の２ページと担任委員会資料の２ページをご覧くだ

さい。申請地は、県道閖上港線と市道多賀線との交差点から西へ進んだ場所になりま

す。譲受人は外構工事や造園工事を請け負っている法人です。敷地内には砂利を敷い

て、雨水は自然浸透させる計画となっています。中央部分にはダンプ３台や従業員駐

車場１０台分を確保し、また、県道からの乗入れ口は４ｍと充分な幅員があり、車両

は前進で入って敷地内で転回し、前進して県道へ出ることができるとのことです。申

請地の北側には墓地があるので、飛散防止が必要ではないかと質問したところ、高さ

１．５ｍの土留め擁壁を設置すると回答がありました。申請地の東側には飛散防止ネ

ットを張り、西側や南側にも飛散防止対策を行いたいとの説明がありました。申請地

は交通量が多く、交差点にも近いため、出入りには充分注意するように指導しました。 

 続きまして、番号２、大字・字・地番は高舘熊野堂字大沢中１８２番２、地目は登

記現況共田、登記面積は９１４㎡、転用目的は太陽光発電システム設置です。譲渡人、

譲受人の住所・氏名については総会資料のとおりです。開発許可は否、転用目的に係

る事業又は施設の概要は売買、１㎡あたり３２８円、総額３０万円、太陽光パネル 

１６８枚設置です。 

番号３も関連しますので続けて説明します。番号３は、大字・字・地番は高舘熊野

堂字大沢中１９５番、地目は登記現況共田、登記面積は１，９５１㎡、転用目的は太

陽光発電システム設置です。譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料のとお

りです。開発許可は否、転用目的に係る事業又は施設の概要は売買、１㎡あたり２５

６円、総額５０万円、太陽光パネル３３６枚設置です。 

位置図、公図については議案書の３ページと４ページをご覧ください。２番につい

ては７月の第３回総会で議案に上がりました申請地の南隣りの農地であり、３番につ

いては１００ｍほど北へ進んだ場所にあります。雑草の管理については、防草シート

や草刈り等を年２回行って適切に管理するとのことでありました。水路の畦畔の草刈

りや泥上げを必ず行うように指導いたしました。３番に関しては、南側の農地に水稲

が作付けされており、万が一太陽光が反射して水稲に被害が生じた場合には速やかに

対処するよう指導しました。 

続きまして、番号４、大字・字・地番は高舘川上字薬師２１番３、地目は登記現況

共田、登記面積は１，１２９㎡、転用目的は太陽光発電システム設置です。譲渡人、

譲受人の住所・氏名については総会資料のとおりです。開発許可は否、転用目的に係
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る事業又は施設の概要は賃借権設定、期間は許可日より２０年、賃料は１年あたり９

万円、太陽光パネル１６８枚設置です。 

 位置図、公図については議案書の５ページをご覧ください。雑草や雨水対策につい

ては２番、３番と同様であります。４番の農地は１０年以上も不作付地であったそう

で、貸付人も高齢になったこともあり貸付することにしたそうです。 

 議案第１号１番から４番につきましては、８月２４日の担任委員会で現地調査を行

いました。１番については譲受人本人である法人の代表者から、２番・３番は譲受人

である法人から委任を受けた行政書士から、４番については貸付人本人と借受人であ

る法人から委任を受けた行政書士から、それぞれ実情調査をいたしましたところ、お

配りした農地転用許可基準及び審査内容にお示しのとおり、農地法における転用につ

いては問題ないものと考えます。以上です。 

〇 議長（大友正一会長） 

   次に、農地利用最適化推進委員の川村勇委員からご意見等をお願いします。 

○ 農地利用最適化推進委員（川村勇推進委員） 

   議案第１号１番から４番につきましては、８月２４日に担任委員会の現地調査に同

行いたしました。 

１番は資材置場としての転用申請です。現在は畑として管理されております。この

土地に隣接する農地はありませんが、土砂の流出など、周囲に迷惑がかからないよ

う、土留などの対策を十分行うよう指導いたしました。 

２番、３番、４番は、太陽光発電システムの設置を行うものですが、除草等の管理

を徹底するよう指導を行いました。 

以上、今回の案件４件につきましては、隣接農地などへの影響は生じないものと判

断いたしました。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま両委員からご説明ご意見いただきました。この案件について、ご質問はご

ざいませんか。 

〇 １４番（引地長一委員） 

   議案第１号１番についてです。県道からの出入りについて、既存の側溝や歩道の舗

装の強度は十分保たれているのか教えていただきたいと思います。 

○ ３班代表委員（松浦岩男委員） 

 担任委員会において譲受人に確認したところ、事前に宮城県仙台土木事務所に確認

し、手続きは不要との回答があったと報告を受けています。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 
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〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第１号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第１号は原案のとおり決定といたします。 

 

《議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について」

を議題といたします。 

それでは、松浦岩男代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ３班代表委員（松浦岩男委員） 

   それでは議案書６ページをご覧ください。議案第２号「農地法第３条の規定による

許可申請に対する許可決定について」、農地法第３条の規定により、下記農地の申請

があったので意見を求める。令和３年８月２６日提出。 

番号１、大字・字・地番は下増田字台林５０６番１、地目登記現況共に畑、登記面

積は４４３㎡、権利種別売買、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料のと

おりです。譲受人の経営面積は８５ａ、世帯員は３人、労力人は２人、売買にあたっ

ては１０ａあたり２２５，７３３円、総額１０万円です。 

位置図、公図は議案書の７ページをご覧ください。申請地には現在さつまいもが全

面に作付けされています。また、近隣には譲受人がイチジクも植えてあり、こちらも

適切に管理され、素晴らしい農業経営を行っている方だと感じました。 

続きまして番号２ですが、番号３も関連しますので、併せて説明します。 

２番は、大字・字・地番は愛島笠島字鳥井崎３４番、愛島笠島字下ノ妻２８２番４、

地目は登記現況共田、登記面積は１，３８３㎡、９９３㎡、計２，３７６㎡、権利種

別は売買、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料のとおりです。譲受人の

経営面積は８４ａ、世帯員は３人、労力人は２人です。売買にあたっては持分４８分

の１２、１０ａあたり３０万円、総額１７９，６８４円です。 

３番は、大字・字・地番は愛島笠島字鳥井崎３４番、愛島笠島字下ノ妻２８２番４、

地目は登記現況共田、登記面積は１，３８３㎡、９９３㎡、計２，３７６㎡、権利種

別は売買、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料のとおりです。譲受人の

経営面積は８４ａ、世帯員は３人、労力人は２人です。売買にあたっては持分４８分
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の１２、１０ａあたり３０万円、総額１７９，６８４円です。 

２番と３番の譲渡人は行方不明者であり、裁判所が不在者財産管理人を選任し、売

買契約により取得するものです。 

位置図、公図は議案書の８ページです。申請地は、県道仙台岩沼線の西側の水田で、

２筆とも水稲が作付けされており、営農には問題は無いものと考えております。 

 議案第２号１番から３番につきましては、８月２４日の担任委員会で現地調査を行

い、譲受人から実情聴取したところ、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たすと考えております。 

〇 議長（大友正一会長） 

   次に、農地利用最適化推進委員の川村勇委員からご意見等をお願いします。 

○ 農地利用最適化推進委員（川村勇推進委員） 

   議案第２号１番から３番につきましては、８月２４日に担任委員会の現地調査に同

行いたしました。 

１番は、今回申請した農地の隣接地を耕作している農家の方が、経営規模を拡大す

るために農地を取得するものです。 

２番と３番は、共有であった農地について、共有持ち分を取得し、単独所有とする

ものです。この農地は現在、水田として作付けされております。 

以上のことから、３件とも許可については、問題ないものと考えます。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま両委員からご説明意見等いただきました。この案件について、ご質問ござ 

  いませんか。 

〇 ９番（大内繁徳委員） 

   ２番と３番の確認ですが、譲受人が持分４８分の１２と４８分の１２を取得するの

ですが、譲受人は現在持分４８分の２４を所有しており、今回の売買で残り全ての持

ち分を取得するということでよろしいでしょうか。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局お願いします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   譲受人は現在持分４８分の２４を所有しており、今回議案の２番、３番を合わせて

持分４８分の４８を所有することになります。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 
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「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第２号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第２号は原案のとおり決定いたします。 

 

《議案第３号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について》 

 

〇 議長（大友正一会長） 

次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見につ

いて」を議題といたします。事務局より説明願います。 

○ 事務局（大友主幹） 

 議案書の９ページから１７ページをご覧ください。議案第３号農業経営基盤強化促

進事業農用地利用集積計画に係る意見について、このことについて、令和３年８月１

０日「農用地利用集積計画」に基づき、農用地利用権設定調整会議で調整したので、

意見を求める、令和３年８月２６日提出。 

農用地利用集積計画の概要。 

１ 新規・更新の別 

新規２７件１５６，３５０．６８㎡、更新０件、合計２７件１５６，３５０．６８

㎡。 

２ 利用権を設定する土地 

田１５３筆１４８，２１８．６８㎡、畑７筆８，１３２㎡、合計１６０筆１５６，

３５０．６８㎡。 

３ 利用権を設定する土地 

① 利用権の種類。賃借権設定２６件、所有権移転１件。 

② 賃借権の存続期間。３年２件、５年４件、６年１件、１０年１９年。 

③ 借賃（１０ａ当り）。１５ｋｇ１件、３０ｋｇ６件、４５ｋｇ９件、６０ｋｇ

９件、５,０００円１件。 

④ 所有権移転の売買総額 １６９，４００円１件。 

⑤ 借賃の支払方法。毎年１２月２０日まで賃貸人宅に持参し、支払う。 

４ 公告予定年月日。令和３年８月３１日予定。 

５ 詳細につきましては、議案書１０ページから１７ページのとおりです。 

○ 議長（大友正一会長） 

ただいま、事務局からご説明がございました。これについて、ご質問はございませ

んか。 
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〇 １番（相澤喜美委員） 

今回の賃借料についてですが、バラつきが大きいように思えます。個人ごとに異な

ると推測はしていますが、理由等分かれば教えていただきたいと思います。 

〇 ８番（渡邉正明委員） 

   私は当日、農地流動化調整員として立ち会いました。件数が多い理由は、今まで個

人で行っていた賃貸借契約を、法人設立により一度解約して新たに締結したことに

よるものです。賃借料については、これまで個人で結んでいた賃借料と同額で再契

約したことから、貸し手によって若干のバラつきが生じたものです。 

〇 １４番（引地長一委員） 

私も農地流動化調整員を務めさせていただきましたので、補足させていただきます。

１件１５ｋｇというものがありますが、どうして１５ｋｇと少ないのか確認したとこ

ろ、２年ほど放置されていた農地で、米を作るまで時間がかかったこと、今でも周囲

の田と比べて収量が落ちているので、相手方と調整し１５ｋｇとしたとの内容でした。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇 議長（大友正一会長） 

「なし」という声がありましたので、採決いたします。議案第３号について、原案の

とおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

「挙手全員」でありますので、議案第３号は原案のとおり承認といたします。 

 

《報告事項（１）農地法第５条の規定による届出について》 

《報告事項（２）農地賃貸借権解約について》 

《報告事項（３）農地の現状変更完了届出について》 

 

○ 議長（大友正一会長）  

次に、報告事項（１）「農地法第５条の規定による届出について」、報告事項（２）「農

地賃貸借権解約について」、報告事項（３）「農地の現状変更完了届出について」を一括

議題といたします。事務局より説明願います。 

○ 事務局（大友主幹） 

別紙議案書により報告事項（１）から（３）について説明を行い、届出を受理した

旨説明をした。 

〇 議長（大友正一会長） 
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只今、事務局から説明がなされました。これについて、ご質問はありませんか。 

〇 〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、報告事項（１）から報告事項（３）までについて

承認といたします。 

 

《その他》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、その他に入ります。事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局（小畑局長） 

  〔９月の農業委員会行事日程説明を行った。〕 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは、第４回農業委員会総会の議事の一切を終了いたします。 

 

 

【閉  会】 

午後２時５０分、議案審議を終了した旨を報告し、閉会を宣言した。 

 

【修  礼】 

 

 

名取市農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により署名する。 

 

令和３年８月２６日 

 

名取市農業委員会 

議      長            

 

署名委員  ７番            

 

署名委員  ８番            


